
FilmGarden 動画制作 ご利用規約 

 

お客様（以下「甲」という）と FilmGarden（以下、「乙」という。）は、動画制作（以下「本件制作」という）

に関して、次の通り合意する。 

 

第 1条（目的及び委託の内容） 

甲は乙に対し、甲が自己の事業又は芸術的活動を促進するために使用する動画の制作業務を委

託し、乙はこれを受託する。 

 

第 2条 （定義） 

1.「制作物」とは、甲の旨意に従って乙が制作した著作物であり、動画作品を意味する。 

2.「仮納品」とは、乙が編集した制作物を、甲が検収できる状態にすることを意味する。 

3.「納品」とは、甲の検収後、修正点があれば修正を反映させた状態で、乙が甲に制作物を引き渡

すことを意味する。 

4.「納品日」とは、制作物を乙が甲に納品した日を意味する。 

 

第 3条 （制作委託、委託費用） 

1．甲は、本書をもって、乙に対して本動画の制作を委託し、乙はこれを受託するものとする。委託

費用は見積書の内容とする。 

2．委託費用の支払い条件は、契約時半金、納品時（納品月の月末）半金とし、甲は乙が指定した

銀行口座に振り込み支払うこととする。振込手数料は甲の負担とする。ただし、乙が見積書にて料

金の支払い条件を別途明示している場合は、見積書の記載を優先する。 

 

第 4条 （制作の範囲） 

乙は、本契約締結時に、甲乙協議の上で合意した企画意図、ストーリー、登場人物、制作費及び

上映時間並びにその他著作物に関する事項（以下、「本仕様」という）に基づいて、本件制作業務

を履行するものとする。 同範囲外の制作を甲が要求した場合、乙は別途見積を行うものとする。 

 

第 5条 （打合せ） 

乙は、甲からの要請に応じて、本件制作業務に必要な打合せを行うものとする。ただし、乙が見積

書にて打合せの条件を別途明示している場合は、見積書の記載を優先する。 

 

第 6条 （納期） 

乙は本契約に基づき、甲乙の協議のうえ定めた添付見積書記載の期日までに本件制作物を納品

する。 

但し、第 7条に定める修正が生じた場合は、乙は納期を延期することができる。 



 

第 7条 （検収） 

甲は乙より仮納品を受けた制作物について速やかに検収する。甲は、検収の結果、本件制作物が、

本仕様を逸脱している場合は、乙に対して次の各号の通り修正を依頼することができる。 

（1） 甲の修正依頼は仮納品後、甲乙協議の上定めた期間内とする。乙は、第 4 条に定める

制作の範囲内において修正を行う。 

（2） 原則、修正は 1 回までとする。但し、1 回目の修正において本仕様からの逸脱が是正さ

れない場合はその限りではない。 

（3） 検収、修正を経て、納品した後の修正に関しては別途料金が発生するものとし、乙は別

途見積りを行う。 

 

第 8条 （保証） 

乙は、甲に納品する本件制作物に関して、自己の創作にかかるものであって第三者の著作物の著

作権、実存の人物のプライバシー権、名誉権（名誉感情等を含む）、パブリシティの権利もしくはそ

の他人格権またはその他第三者の権利・利益を侵害するものでないことを甲に保証する。 

但し、乙の著作に関与しない、甲より本件制作物に使用されることを目的に提供される映像、イラス

ト、写真、音声その他の素材についてはこの限りではない。 

 

第 9条 （制作物に関する権利） 

 1. 乙から甲に納品された制作物についての著作権は乙に帰属する。 

 2. 乙は甲に対し、納品された本件制作物について、以下の権利を許諾する。 

（1）制作物を使用・複製する権利、およびインターネットを通じてアップロード、ダウンロード、送信

などする権利。 

（2）必要に応じて制作物を改変し又は、他の著作権と合体する権利。 

（3）制作物の複製・改変物を独占的に販売する権利。 

 

第 10条 （広報宣伝活動のための制作物等の利用） 

乙は、原則として、乙の広報宣伝活動を目的として、本件制作物を自由に使用することができる。

但し、本件制作後の状況の変化等により、本件制作物を公開することに不都合が生じる場合等に

は、乙は、甲乙協議の上で、本件制作物を利用するものとする。 

 

第 11条 （不可抗力） 本件制作物の制作が天変地異、政変、労働争議、不慮の事故、制作スタッ

フ及び出演者の傷病等の不可抗力により不可能となったとき、甲および乙は、かかる不可抗力事

由が継続する間、本件制作を延期することができる。 

 

第 12条 （権利義務の譲渡禁止） 



甲および乙は、相手方からの事前の書面による同意なしに、本件制作に基づく権利又は義務の全

部若しくは一部を、第三者に譲渡し又は担保に供することができないものとする。 

 

第 13条 （機密保持） 

1. 甲および乙は、本件制作を通じて業務上知り得た営業上又は技術上の一切の情報を、相手方

の事前の承諾なしに、第三者に漏洩又は開示してはならないものとする。 

2. 前項の規定は、次の各号に規定する情報には適用されないものとする。 

（1）相手方から開示された時点で既に公知となっている情報 

（2）相手方から開示された時点で既に保有している情報 

（3）独自に開発した情報 

（4）第三者から正当に入手した情報 

 

第 14条 （協議解決） 

甲および乙は、本紙の各条項を誠実に履行し、本紙に規定のない事項又は本紙の各条項の解釈

若しくは履行に疑義が生じたときは、信義誠実の原則に基づき協議を行ない、その解決を図るもの

とする。 

 

第 15条（契約の解除） 

甲および乙のいずれか一方に次の事由の一があった場合には、勧告することなしに本契約の全部

または一部を解除できるものとする。 

(1) 本契約に違反した場合。 

(2) 契約の履行を遅延した場合。 

(3) 破産、民事再生、会社更生手続開始、もしくは特別清算開始の申立があった場合。 

(4) その財産につき、仮差押え、仮処分、強制執行等をうけた場合。 

(5) 支払の停止、銀行取引停止処分、その他信用状態の著しい悪化を示す事実が生じた場

合。 

 

第 16条（損害賠償） 

甲及び乙は、本契約に違反し相手方に損害を与えた場合は、甲乙協議の上、金銭によりその損害

を賠償するものとする。 

 

第 17条 （準拠法・合意管轄） 

本件制作の準拠法は日本法とし、本件制作から生じる一切の紛争については、乙の所在地を管

轄する裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。 

 

 



 

<目録> 

１ 制作委託物:動画 

２ 納品方法（収録媒体）: YouTubeへのアップロードもしくは h264データ 

３ 製作期間: 制作期間は、通常通り迅速に行う（最終素材入手日より最大 90日）。 

４ 納品場所: 御社または、メールにて送信。 

５ 対価: 略 

 

付 則 

この規約は 2017年 7月 20日から実施する 


